
 

電力系統における給電指令と系統操作調査専門委員会 

設置趣意書 

 

電力系統技術委員会 

１．目的 

   電力システム改革の進展に伴い、電力系統を利用する小売事業者や発電事業者が増加している。

また、太陽光発電など自然変動電源の連系増加に伴い電力潮流の不確実性が増している。さらには、

電力設備の効率利用に向けた新規電源の連系条件についても検討されている。 

このように系統運用がますます複雑化する状況においても電力の安定供給を確保していくため、

一般送配電事業者による電力系統の給電指令の役割と確実な系統操作はより重要となってきている。 

当調査委員会は電力系統における給電指令と系統操作ならびに運用者支援機能などの現状に   

ついて調査し取り纏めることで、今後の電力の安定供給や電力品質の維持・向上に資することを目

的とする。 

 

２．背景および内外機関における調査活動 

電力系統における系統操作については、電気学会技術報告（Ⅱ部）第 107号「電力系統における

系統操作」(1981年 2月発行)において報告されているが、前回調査から既に 36年経過している。

また、ICT等の技術革新や、多数かつ多様な電気事業者による電力系統の利用拡大など、給電運用

業務を取り巻く環境は大きく変化している。 

 

３．調査検討項目 

  （１）給電運用体系 

  （２）給電指令と系統操作の概要 

  （３）平常操作（作業停止操作の自動化や誤操作防止対策など） 

  （４）緊急操作（周波数・電圧異常時の対応など） 

  （５）復旧操作（再送電の考え方や自動復旧操作など） 

  （６）系統操作に関する運用者支援機能の現状と今後の展望 

  （７）今後の課題 

 

４．予想される効果 

電力系統における給電指令と系統操作に関する現状を調査し取り纏めることで、今後の電力の 

安定供給や電力品質の維持・向上に資することが期待できる。 

 

５．調査期間 

  平成３０年（２０１８年）６月～平成３２年（２０２０年）５月（２年間） 

 

６．活動予定 

委員会 ４回／年程度   作業会 ６回／年程度 



 

７．報告形態 

調査結果を「電気学会技術報告」としてとりまとめる。 

 

以 上 
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調査専門委員会(仮) 
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設置期間 平成 30年 6月～平成 32年 5月 一般送配電事業者が行っている

電力系統における給電指令と系
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